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平
成
24
年
３
月
28
日
付
け
で
都
市
計
画
決

定
が
行
わ
れ
、
市
内
の
市
街
化
区
域
が
拡
大

さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
拡
大
さ
れ
た
地
域
の
土
地

や
家
屋
に
対
し
て
平
成
25
年
度
か
ら
固
定
資

産
税
（
税
率
1.4
％
）
と
あ
わ
せ
て
、
新
た
に

都
市
計
画
税
※

（
税
率
0.3
％
）
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

土
地
や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、
５

月
中
旬
に
送
付
す
る
課
税
明
細
書
（
市
街
化

の
欄
に
「
１
」
で
表
示
）
で
確
認
で
き
ま
す
。

【
市
街
化
区
域
に
編
入
さ
れ
た
地
域
】

次
の
各
町
の
一
部

相
撲
、
加
納
、
口
分
田
、
春
近
、
小
堀
、
大

戌
亥
、
下
坂
中
、
寺
田
、
高
橋
、
田
村
　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

土
地
の
評
価
と
課
税
に
つ
い
て

編
入
さ
れ
た
地
域
の
農
地
は
、
平
成
25
年

度
か
ら
市
街
化
農
地
と
し
て
評
価
と
課
税
を

行
い
ま
す
。

農
地
以
外
の
土
地
は
、
評
価
方
法
に
変
更

が
な
い
た
め
次
回
評
価
替
え
（
平
成
27
年
度
）

で
市
街
化
区
域
内
の
土
地
と
し
て
評
価
額
を

見
直
し
ま
す
。

※
都
市
計
画
税
と
は
…
市
街
化
区
域
内
に
土

地
や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
人
が
、
そ
の

価
格
に
応
じ
て
納
め
る
税
金
で
す
。
道
路
、

公
園
な
ど
の
都
市
計
画
事
業
に
充
て
る
目

的
税
で
す
。

市
街
化
区
域
編
入
地
域
の
土

地
や
家
屋
に
都
市
計
画
税
が

課
税
さ
れ
ま
す

平
成
25
年
度
固
定
資
産
評
価
額
を

ご
覧
に
な
れ
ま
す

市
内
の
土
地
や
家
屋
の
平
成
25
年
度
固
定
資
産
評

価
額
を
３
月
末
で
決
定
し
ま
す
。

今
回
新
た
に
決
定
す
る
も
の
は
、
平
成
24
年
中
に

▽
地
価
が
下
落
し
て
い
る
宅
地
比
準
地
（
宅
地
、
雑

種
地
な
ど
）
▽
現
況
に
変
更
が
あ
っ
た
土
地
▽
市
街

化
区
域
に
編
入
さ
れ
た
地
域
の
農
地
▽
完
成
し
た
新

増
築
家
屋
な
ど
で
す
。

こ
れ
ら
の
固
定
資
産
の
平
成
25
年
度
評
価
額
を
記

載
し
た
「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」、「
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
」
を
次
の
と
お
り
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

【
期
間
】

４
月
１
日(

月)

〜
５
月
31
日(

金)

の
平
日
の
み

８
時
30
分
〜
17
時
15
分
（
木
曜
日
は
19
時
ま
で
）

【
場
所
】

税
務
課
〈
別
館
１
階
〉、
北
部
振
興
局
・
各
支
所
福
祉

生
活
課

【
ご
覧
に
な
れ
る
人
】

・
長
浜
市
の
固
定
資
産
税
納
税
者

・
納
税
者
と
同
一
世
帯
の
人

・
納
税
者
の
委
任
を
受
け
た
人
（
委
任
状
が
必
要
で
す
）

※
土
地
の
固
定
資
産
税
の
納
税
者
は
「
土
地
価
格
等

縦
覧
帳
簿
」
の
み
、
家
屋
の
固
定
資
産
税
の
納
税

者
は
「
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
の
み
を
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

【
持
ち
物
】

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の(

運
転
免
許
証
、
保
険
証
な
ど)

※
市
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、
５

月
中
旬
に
送
付
す
る
課
税
明
細
書
で
も
ご
確
認
い

た
だ
け
ま
す
。

■問
税
務
課
資
産
税
グ
ル
ー
プ
（
7
６
５
―
６
５
２
３
）

平成25年度から

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
の
は
、

次
の
１
〜
５
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
人
で
す
。

１．

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
人ア

要
介
護
３
、
４
、
５
の
認

定
を
受
け
て
い
る

イ
身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体

不
自
由
）
１
級
ま
た
は
２

級
の
交
付
を
受
け
て
い
る

（
３
歳
以
上
）

ウ
療
育
手
帳
Ａ
１
ま
た
は
Ａ

２
の
交
付
を
受
け
て
い
る

（
３
歳
以
上
）

２．

申
請
日
前
６
か
月
の
う
ち
３

か
月
以
上
在
宅
生
活
を
し
て
い

た
人

３．

常
時
お
む
つ
が
必
要
で
、
現

に
使
用
し
て
い
る
人

４．

平
成
23
年
分
（
７
月
以
降
に

申
請
す
る
場
合
は
平
成
24
年

分
）
の
所
得
税
が
非
課
税
の
世

帯
の
人

５．

市
税
、
介
護
保
険
料
、
国
民

健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
人

■注
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
や
、

日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
で
紙

お
む
つ
の
交
付
を
受
け
て
い
る

人
は
除
き
ま
す
。

【
支
給
内
容
】

１
枚
４
５
０
０
円
の
支
給
券
を

申
請
月
の
翌
月
か
ら
平
成
25
年
９

月
ま
で
の
月
数
分
交
付
し
ま
す
。

（
紙
お
む
つ
、
お
む
つ
パ
ッ
ド
、
お

む
つ
カ
バ
ー
と
交
換
で
き
ま
す
。）

※
要
介
護
３
以
上
の
認
定
や
し
ょ

う
が
い
の
手
帳
の
交
付
を
受
け

た
人
で
、
衛
生
材
料
が
必
要
な

人
は
、
随
時
相
談
く
だ
さ
い
。

【
受
付
窓
口
・
問
合
せ
先
】

○
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

高
齢
福
祉
介
護
課

（
7
６
５
―
７
７
８
９
）

○
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人

し
ょ
う
が
い
福
祉
課

（
7
６
５
―
６
５
１
８
）

北
部
振
興
局
・
各
支
所
福
祉
生
活

課
で
は
一
括
し
て
受
付
し
ま
す
。

寝
た
き
り
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
に
気
持
ち
良
く
す
ご
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
紙
お
む
つ
等
支
給
券
を
交
付
し
ま
す
。

在
宅
で
生
活
し
て
い
る
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
や
、
寝

た
き
り
等
の
高
齢
者
に
自
宅
訪
問
に
よ
る
理
美
容
サ
ー
ビ

ス
を
実
施
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
の
は
、
３
月
１
日
現
在
で
、
次

の
１
〜
４
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
で
す
。

１．

次
の
ア
〜
ウ
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

ア
65
歳
以
上
で
要
介
護
４
、
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人

イ
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
の
み
の
世
帯
の
人

（
あ
）
身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体
不
自
由
・
視
覚
・

内
部
）
１
級
ま
た
は
２
級
の
交
付
を
受
け
て

い
る

（
い
）
療
育
手
帳
Ａ
１
ま
た
は
Ａ
２
の
交
付
を
受
け

て
い
る

（
う
）
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
ま
た
は
２

級
の
交
付
を
受
け
て
い
る

（
え
）
65
歳
未
満
で
要
介
護
４
、
５
の
認
定
を
受
け

て
い
る

ウ
（
あ
）
〜
（
え
）
に
該
当
す
る
人
で
同
居
し
て
い
る

人
が
す
べ
て
65
歳
以
上

２．

平
成
24
年
９
月
か
ら
平
成
25
年
２
月
の
間
に
３
か
月

以
上
在
宅
で
生
活
し
て
い
た
人

３．

平
成
23
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税
の
世
帯
の
人

４．

市
税
、
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
人

【
支
給
内
容
】

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
（
散
髪
の
み
）
を
１
枚
交

付
し
ま
す
。（
９
月
末
ま
で
利
用
可
）

※
利
用
す
る
理
美
容
店
を
申
請
時
に
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。

【
自
己
負
担
額
】

４
５
０
円
（
利
用
料
の
１
割
）

【
受
付
期
間
】

３
月
15
日(

金)

〜
３
月
29
日(

金)

【
受
付
窓
口
・
問
合
せ
先
】
は
、
上
記
と
同
じ
で
す
。

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

～後期高齢者医療に加入中の人へ～

保険料は納期限内に納めましょう
保険料納付の期限を過ぎると、督促手数料や延滞金がかかる場合があります。また、未納が続くと有効期

限が短い被保険者証を交付することもあります。納期限内に納付してください。
なお、後期高齢者医療の保険料は、原則年金から天引きされますが、75歳になった時など年金天引きとな

らない場合があります。その際は、納付書等による納付が必要です。
納め忘れを防ぐためには、口座振替が便利です。ぜひ、口座振替をご利用ください。
※国民健康保険等で口座振替をしていた人も、あらためて申込みが必要です。自動的には継続されませんの
でご注意ください。

■問保険医療課（7６５－６５２７）、北部振興局・各支所福祉生活課

子ども達のより良い学びのために
「長浜の未来を拓く教育検討委員会」では、市内の県立学校のあり方について話し合い、県および県

教育委員会への提言を行うとともに、これからの教育・人材育成のあり方について検討を進めています。

２月22日に開催しました第15回会議の結果についてお知らせします。

○これまでの取組経過および再編計画の策定について報告しました
○再編計画の実施に関する要望について議論しました

なお、今回の会議をもって高校再編に関する検討は一区

切りとし、次年度からは、長浜の未来を切り拓き、支える

人材の育成に目標をおき、「子育て・子育ち」の両面での

教育環境づくりについて検討する予定です。

※県および県教育委員会への提言やこれまでの委員会資

料、議事録は市ホームページに掲載していますのでご覧

ください。

■問企画政策課（7６５－６５０５　Eメールkikaku@city.nagahama.lg.jp）


